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 ・所得・収入は、前年中（１～７月は、前々年中）で判定します。 

 ・住民税課税所得とは、所得の合計から、各種所得控除（社会保険料控除・基礎控除など）を差し引

いた後の金額です。 

 ・総所得金額等とは、所得の合計金額です。 

 ・収入とは、給与・年金などの収入額の合計で、必要経費や各種所得控除を差し引く前の金額です。 

 

 

 

 同一世帯に住民税課税所得（調整控除が適用される場合は控除後の金額） 

 が１４５万円以上の７０歳～７４歳の国保加入者がいる 

同一世帯の７０歳～７４歳の国保加入者の「基礎控除後の総所得金額等」

の合計額が２１０万円以下である 

※基礎控除後の総所得金額等：総所得金額等－４３万円 

同一世帯の７０歳～７４歳の国保加入者が次のいずれかに該当する 

・加入者が１人で、収入が３８３万円未満 

・加入者が１人で、同一世帯に旧国保加入者（国保から後期高齢者

医療制度に移行した方）がいて、その方を含めた収入合計が   

５２０万円未満 

・加入者が２人以上で、収入の合計が５２０万円未満 

２ 割 ３ 割 


